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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年６月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 平成２８年８月２１日 １０時０５分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市松の浦水泳場南東方沖（琵琶湖西部） 

 下山神
しもやまかみ

三等三角点から真方位０８０°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１１.９′ 東経１３５°５６.１′） 

事故の概要  水上オートバイY A M
ワイエーエム

 S H O
エスエイチオー

 クルーザーは、遊走中、漂泊中の浮

体に接触し、浮体の搭乗者２人が負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年８月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ YAM SHO クルーザー、０.２トン 

 ２５０－５６５０７大阪、個人所有 

 ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１５４.５０kＷ、平成２５年９月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２５年８月３０日 

  免許証交付日 平成２５年８月３０日 

         （平成３０年８月２９日まで有効） 

搭乗者Ａ 男性 ３３歳 

搭乗者Ｂ 男性 ３９歳 

 死傷者等 重傷 ２人（搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者」とい

う。）を後部座席に乗せ、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂを乗せた浮体（以下

「本件浮体」という。）を長さ約２０ｍのえい
．．

航索を使用してえい
．．

航

しながら松の浦水泳場を発進し、同水泳場南東方沖で遊走した。 

 船長は、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂにえい
．．

航する速力が速くないかを確

認しようと、同乗者にえい
．．

航索を外してもらい、本件浮体に接近し

た。 
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 船長は、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂと会話をした後、搭乗者Ａ及び搭乗

者Ｂを休憩させることとし、本件浮体を漂泊させたまま、本船のみで

遊走を始めた。 

 本船は、船長が、約４０km/hの速力で約３０秒～１分間スラローム

（蛇行）及び旋回を行っていたところ、平成２８年８月２１日１０時

０５分ごろ、船首方至近に本件浮体を認め、スロットルレバーを放し

たものの、本件浮体に接触して乗り切った。 

 船長は、搭乗者Ａの意識がなかったので、１１０番及び１１９番へ

通報し、その場で待機した。 

 本船は、警察の警備艇が到着した後、本件浮体を横抱きにして松の

浦水泳場東方の湖岸に向かった。 

 搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、救急車で病院に搬送され、搭乗者Ａが開

放性右側頭骨陥没骨折等、搭乗者Ｂが頭部打撲後健忘
けんぼう

（一過性）等と

それぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長、同乗者、搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、会社の同僚であり、本事

故当日、会社のレクリエーションにより、松の浦水泳場に来ていた。 

 船長は、本船を操縦した経験が約２５回あった。 

 船長は、本件浮体から離れたところで遊走を始めたので、本件浮体

に接近することはないものと思い、スラローム及び旋回を行ってい

た。 

 搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、本船が本件浮体を乗り切った際、落水し

なかった。 

 搭乗者Ａ及び搭乗者Ｂは、本事故後、記憶を一部喪失し、本事故当

時の状況を思い出せなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、松の浦水泳場南東方沖において遊走中、船長が、スラロー

ム及び旋回を行うことに注意を向け、周囲の見張りを適切に行ってい

なかったことから、漂泊中の本件浮体に接近していることに気付くの

が遅れ、スロットルレバーを放したものの、本件浮体に接触して搭乗

者Ａ及び搭乗者Ｂが負傷したものと考えられる。 

 船長は、本件浮体から離れたところで遊走を始めたので、本件浮体

に接近することはないものと思い、スラローム及び旋回を行うことに

注意を向けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、松の浦水泳場南東方沖において遊走中、船長

が、スラローム及び旋回を行うことに注意を向け、周囲の見張りを適

切に行っていなかったため、漂泊中の本件浮体に接近していることに



- 3 - 

気付くのが遅れ、スロットルレバーを放したものの、本件浮体に接触

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・水上オートバイでスラロームや旋回を行う場合は、周囲に障害物

等が存在しない水域で行うこと。 

 ・マリンレジャーを行う際は、必要な保護用具を装着することが望

ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

滋 賀 県 

琵琶湖 

× 

（平成２８年８月２１日 
 １０時０５分ごろ発生） 

事故発生場所 

下山神三等三角点 

大津市 松の浦水泳場 

本事故後に本船が向かった湖岸 


